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１ はじめに 

 

屋外広告物は、適切な案内や誘導、情報を提供するだけでなく、街の活気や賑わいの創出に寄与するなど、私たちの生活

に欠かせないものとなっています。同時に、景観を構成する重要な要素のひとつとなっており、屋外広告物が無秩序、大量に

設置されると、良好な景観や自然の風致を損ねる場合もあります。また、不適切な設置や管理は、落下や倒壊などにつながり、

人々に危害を及ぼす恐れもあります。 

山形市では中核市移行に伴い、市民・事業者・行政が協働で、良好な景観の形成、風致の維持等を行っていくために、屋外

広告物法に基づく「山形市屋外広告物条例」により、必要なルールを定めました。 

この手引きは、規制の内容について理解を深めていただくとともに、屋外広告物の秩序ある正しい表示や設置が行われる

よう、作成しました。 

ここに掲げるルールをご理解いただき、山形市の美しい景観を守り育てるため、みなさんのご協力をお願いします。 

  

お問い合わせ 

 ■山形市 まちづくり政策部 まちなみデザイン課 

   〒990-8540 山形市旅篭町二丁目３番２５号 

   TEL_023-641-1212（内線 525、5２６）  FAX_023-624-8903 

   E-mail_machinami@city.yamagata-yamagata.lg.jp 

 ■公式ホームページ 

   URL：https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/ 
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２ 屋外広告物とは 

⑴屋外広告物の定義                                                
屋外広告物法では、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件（これらを総称して「広告物等」といいます。）を、下記４つ

の条件を満たすものとして定義しています。（法第２条） 

☑ 常時または一定の期間継続して表示されるもの 

（街頭で配られるビラやチラシは含まれません。） 

☑ 屋外で表示されるもの 

（建物の内部や窓ガラスの内側などに表示されるものは含まれません。） 

☑ 公衆（不特定多数の人）に対して表示されるもの 

（駅の構内や野球場の中など特定の人に対して表示されるものは含まれません。） 

☑ 看板・立看板・はり紙・はり札や広告塔、建物その他の工作物などに表示・設置されたものやこれらに類するもの 

 

 

図 ２-1 屋外広告物の例 
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⑵屋外広告物の区分と解説                                            
 

①自家広告物 

 自己の氏名、店名、屋号、商標、事業内容、営業内容を表示するため、自己の住所、店舗、事業所、営業所に掲出する広告

物等で敷地外に突出しないもの。 

 

自家広告物の例 

・自己の営業地に自己の営業内容を表示するもの。 

・営業地と駐車場が別々の場所にあり、駐車場に営業内容を表示するもの。  ※図１のとおり 

・集合店舗（大型ショッピングモール等）で、共同で使用している場所（駐車場、建築物壁面等）に集合店舗内にある店舗の

広告物を表示するもの。  ※図２のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業の用に供している場所に表示されているものであることが自家広告物の判断のポイントになります。 

Point 

ABC 保険駐車場 

加入者募集中！ 

ABC 保険 
パソコン教室 

YEON 

Z 本屋 

１階 
X 服屋２階 

YEON 駐車場 

X 服屋 

新作入荷！ 

図２ 

敷地境界 ABC 保険駐車場↓ 

（営業の用に供している土地） 
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②案内広告 

 特別規制地域において、施設名、位置、方向、距離のみを表示

するもの。 

（施設から道程５ｋｍ以内に掲出するもので、３個を限度とする） 

 

 

 

 

 

 

案内広告の例 

・施設名、位置、方向、距離を示す情報のほか、それを補完するような情報は表示可能となる場合がありますが、電話番号、

営業内容は表示できません。 

※普通規制地域には案内広告の考え方はありません。 

 

③一般広告物 

 自家広告や案内広告に該当しないもの。 

 

一般広告物の例 

・営業の用に供していない場所に表示するもの。（図３のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 
一般広告物 

道路 

 
パソコン教室 

A
B

C

保
険 

ABC 保険 

敷地境界 

パソコン

教室 

一般広告物 

 

 

パ
ソ
コ
ン 

一般広告物 

道       路 
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３ 基本的な規制事項 
 広告物等の掲出に係る基本的な規制事項は次のとおりです。 

 

 （１）規制の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P６ 

   ・規制地域と広告物等の区分によって許可申請の有無が異なります。 

 

 （２）規制地域等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P７  

   ・「特別規制地域」では、一般広告物を掲出することはできません。 

   ・「普通規制地域」では、許可を受けなければ一般広告物を掲出することはできません。  

   ・その他、特別に規制の強化・緩和を行うことができる制度があります。 

 

 （３）禁止広告物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P１１  

・「禁止広告物」は、いかなる場所であっても掲出することはできません。 

 

 （４）禁止物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1２  

・「禁止物件」には、広告物等を掲出することはできません。 

 

 （５）設置基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1３  

 ・設置する広告物等の種類と規制地域による設置基準に適合する必要があります。 

 

 （６）適用除外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1７  

 ・規制や基準の適用が除外される場合があります。 

 

 （７）定期的な安全点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1８  

 ・掲出した広告物等の安全性確保に向け、劣化等の状況を点検する必要があります。 

 

 （８）関係法令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P１９ 

   ・山形市屋外広告物条例以外でも広告物等の設置について規制がある場合があります。 
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（１）規制の概要                                                                        

 規制の概要は次のとおりです。規制地域と広告物等の区分によって、設置の可否や許可申請の要否が異なります。 

 なお、広告物の種類ごとの設置基準については P１３以降をご覧ください。 

表 ３-1 規制の概要 

 特別規制地域 普通規制地域 

区分 第１種特別 

（特別１種） 

第 2 種特別 

（特別２種） 

第１種普通 

（普通１種） 

第 2 種普通 

（普通２種） 

第 3 種普通 

（普通３種） 

地域の概要 

自然環境や文化

の保全が望まれ

る地域など 

住環境の保全が

必要な地域、高速

道路や鉄道、観光

道路沿いの地域

など 

主要な道路沿い

など 

一般市街地 

など 
商業地など 

風致地区、文化

財の周囲 50m

以内の地域、都

市 公 園 、 保 安

林、古墳、墓地

及び火葬場など 

高速道路や鉄道

の両側 500m 以

内の地域、ｲﾝﾀｰﾁｪ

ﾝｼﾞや県境から道

程３km 以内の国

道 ・ 県 道 の 両 側

500m の地域、

第一種・第二種低

層住居専用地域、

国立公園・国定公

園の普通地域な

ど 

国道・県道・広域

農 道 の 両 側

500m 以内の

地域など（第２

種・第３種普通

規制地域、鉄道

の両側 500ｍ

以内の地域以外

の特別規制地域

を除く） 

第一種・第二種中

高層住居専用地

域、第一種・第二

種住居地域、準住

居 地 域 、 工 業 地

域、工業専用地域 

近隣商業地域、

商業地域、準工

業地域 

自家広告物 

・許可申請は不要  

※ただし、各地域区分の設置基準に

適合する必要があります。 

・許可申請は不要  

※ただし、各地域区分の設置基準に適合する必要があり

ます。 

・特殊装置広告は、第２種特別規制地域の設置基準を超え

る場合、許可申請が必要となります。 

案内広告物 

・許可申請は不要  

※ただし、各地域区分の設置基準

に適合する必要があります。 

 

 

一般広告物 

・設置不可 

※既に設置されている場合は、撤去

または案内広告としての基準を満

たすような変更が必要となりま

す。 

 

・許可申請が必要 
 ※さらに、各地域区分の設置基準に適合す

る必要があります。 
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（２）規制地域等                                                   

①規制地域の概要と種別  

表 ３-2 規制地域の概要 

地域 地域の概要 

特
別
規
制
地
域 

第１種 

特別規制地域 

■自然環境や文化の保全が望まれる地域など 

⇒風致地区、文化財の周囲50m以内の地域、都市公園、保安林、古墳、墓地及び火葬場な

ど 

第２種 

特別規制地域 

■住環境の保全が必要な地域、高速道路や鉄道、観光道路沿いの地域など 

 ⇒高速道路や鉄道の両側500m以内の地域、インターチェンジや県境から道程３km以内

の国道・県道の両側500mの地域、第一種・第二種低層住居専用地域、国立公園・国定

公園の普通地域など 

普
通
規
制
地
域 

第１種 

普通規制地域 

■主要な道路沿いなど 

 ⇒国道・県道・広域農道の両側500m以内の地域など（第２種・第３種普通規制地域、鉄道

の両側500ｍ以内の地域以外の特別規制地域を除く） 

第２種 

普通規制地域 

■一般市街地など 

 ⇒第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、工業地域、

工業専用地域 

第３種 

普通規制地域 

■商業地など 

 ⇒近隣商業地域、商業地域、準工業地域 
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表 ３-3 規制地域の種別（1/2） 

地域 種別 

特
別
規
制
地
域 

第１種 

特別規制地域 

風致地区のうち、市長が指定する区域 

（馬見ヶ崎風致地区、千歳山風致地区） 

文化財保護法の規定による、立石寺中堂、根本中堂及び立石寺三重小塔の周囲50ｍ以内の地

域、嶋遺跡、山形城跡、名勝山寺 

森林法の規定による、保安林 

都市公園法の規定による、都市公園 

古墳、墓地、火葬場 

第２種 

特別規制地域 

用途地域のうち、第一種及び第二種低層住居専用地域 

自然公園法の規定による、蔵王国定公園の普通地域及び山形県立自然公園の普通地域（用途地

域を除く） 

次に掲げる道路及びその両側500ｍ以内の展望できる範囲の地域（用途地域を除く） 

 

高速自動車国道（供用されている区間） 

自動車専用道路（供用されている区間） 

主要地方道 山形永野線（通称西蔵王高原ライン）一般県道妙見寺西蔵王公園線との接点

から主要地方道蔵王公園線との接点までの区間 

一般県道 妙見寺西蔵王公園線（通称西蔵王高原ライン）妙見寺橋の西端から主要地方道

山形永野線との接点までの区間 

県境及びインターチェンジから３ｋｍ以内の一般国道及び県道 市内全線 

山形市内の鉄道全線及びその両側500ｍ以内の展望できる範囲の地域 

（用途地域・一般国道、県道、広域農道及びその両側500ｍ以内の展望できる範囲の地域を除

く） 
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表 ３-4 規制地域の種別（2/2） 

地域 種別 

普
通
規
制
地
域 

第１種 

普通規制地域 
一般国道、県道、広域農道及びその両側500ｍ以内の展望できる範囲の地域（用途地域を除く） 

第２種 

普通規制地域 

用途地域のうち、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第

二種住居地域、準住居地域、工業地域及び工業専用地域 

良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めて指定する地域又は場所であって、当

該指定の際に第２種普通規制地域として区分されたもの（隣接・近接集落区域、既存集落区域※） 

※山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例で定める区域 

第３種 

普通規制地域 
用途地域のうち、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※規制地域の考え方 
  規制地域については、規制の強弱とは別に用途地域などの規制地域の内容によって適用順位が変わる。 

１位  第１種特別規制地域 

① 風致地区（馬見ケ崎風致地区、千歳山風致地区） 

② 文化財保護法による重要文化財（立石寺根本中堂、立石寺三重小塔）の周囲５０ｍ以内の地域 

③ 文化財保護法による史跡・名勝・天然記念物に指定され、又は仮指定された地域 

④ 森林法による保安林として指定された森林のある区域 

⑤ 都市公園法により指定された都市公園の区域 

⑥ 古墳、墓地及び火葬場 

 

２位  第２種特別規制地域のうち 

自然公園法による国立公園、国定公園の普通地域の区域 

 

３位  用途地域 

① 第２種特別規制地域（第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域） 

② 第２種普通規制地域（第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、 

第二種住居地域、準住居地域、工業地域、工業専用地域） 

③ 第３種普通規制地域（近隣商業地域、商業地域、準工業地域） 

 

４位  第２種特別規制地域のうち 

① 高速道路及び自動車専用道路の両側５００ｍ以内の展望できる範囲の地域 

② 県境及びＩＣから３㎞以内の一般国道及び県道の両側５００ｍ以内の展望できる範囲の地域 

③ その他指定された道路の両側５００ｍ以内の展望できる範囲の地域  

 

５位  第１種普通規制地域 

道路等及び道路等から展望できる範囲の地域で市長が指定する区域 

（指定区域：一般国道、県道、広域農道の両側５００ｍ以内） 

 

６位  第２種特別規制地域のうち 

① 市内の鉄道全線及びその両側５００ｍ以内の展望できる範囲の地域 

② その他市長が指定する区域（都市計画決定された高速道路の両側５００ｍ以内）
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②景観重点地区 

 山形市景観計画において、特に優れた景観形成に向け重点的かつ計画的に整備、または保全をしていく必要があると認め

られる地区について、景観重点地区に指定することとしております。 

 景観重点地区内では、地区住民の意見を聴きながら、地区にあった独自の屋外広告物の設置基準を別途設定します。 

 （令和８年３月現在 山寺地区、蔵王温泉地区、七日町御殿堰周辺地区が指定） 

 

③広告物特別活用区域 

 活力あるまちなみの形成などを図るうえで、広告物等を積極的に活用する必要がある区域について、広告物特別活用区域

に指定することとしております。 

 この区域内においては、山形市の施策の推進と良好な景観の形成に資すると認められ、かつ、安全上支障を及ぼすおそれ

がないと認められるときは、設置基準に適合しない広告物等であっても、掲出できるものとします。 

 （令和８年３月現在 未指定） 
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（３）禁止広告物                                                   

 次に示すような広告物等は、市内のいずれにおいても、一切掲出することはできません。 

 

①著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの 

②使用材料が著しく破損し、又は老朽したもの  

③倒壊又は落下のおそれのあるもの  

④信号機又は道路標識等と混同されるおそれのあるもの又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの  

⑤道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの 

 

 

禁止広告物の例     
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（４）禁止物件                                                    

市内のいずれにおいても、次に示す物件には、広告物等を掲出することはできません。（一部適用除外あり。Ｐ１７「適用

除外」参照） 

 

■ 広告物等を掲出することができない物件 

①橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯及び擁壁 

②街路樹、路傍樹及び石垣 

③銅像、神仏像及び記念碑その他これらに類するもの 

④景観法により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木 

⑤送電塔及び送受信塔  

⑥道路標識、信号機、歩道柵、駒止、里程標、ガードレール、防雪施設、防砂施設及び 

カーブミラー 

⑦消火栓、火災報知器及び火の見やぐら  

⑧郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔  

⑨煙突、ガスタンク及び水道タンク  

⑩その他良好な景観又は風致を維持するために必要と認めて指定する物件  

 

■ はり紙、はり札、立看板を表示することができない物件 
 電力柱、電信電話柱、街路灯柱その他これらに類する物件（以下、「電力柱等」とする。） 

 

禁止物件の例 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（トンネル） （街路樹） （消火栓） （記念碑） 

（景観重要建造物） （送電塔） （道路標識） （郵便ポスト） 
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（５）設置基準                                                     

 広告物等の掲出に係る設置基準は次のとおりです。ただし、特別規制地域については自家広告物、案内広告物に限ります。 

 なお、詳しくは、Ｐ２７以降の資料編をご参照ください。 

また、特殊装置広告についてはＰ２６、P４４をご参照ください。 

 

■ 建植広告 

表 ３-5 建植広告（広告板・広告塔）の設置基準 

広告板・広告塔 規制地域 表示面積※１（Ｓ） 高さ（ｈ） 

 

 

 

普通 3 種 30 ㎡以下 15ｍ以下 

普通 2 種 20 ㎡以下 10ｍ以下 

普通１種 

（一般広告物） 

・高さ（ｈ）が 15ｍ以下で、その上端が道路端部２ｍの高さから仰角 14

度※２の範囲内にあること。※３ 

・建植広告相互間の距離：50m 以上 

・幅（ｗ）：高さ（ｈ）の２分の１以下 

（自家広告物） 10 ㎡以下 8ｍ以下 

特別 2 種 ５㎡以下 ５ｍ以下 

特別１種 ３㎡以下 ３ｍ以下 

 

 ※１ 表示面積：数枚で１個の広告となっている場合は、その合計面積 

 ※２ 仰角 14 度：４進むと１上がる勾配。詳細はＰ２９※６参照 

※３ 国道、県道、広域農道に面した敷地に設置するもののみに適用 

 

 

表 ３-6 建植広告（アーチ）の設置基準 

アーチ 規制地域 表示面積（Ｓ） 高さ（ｈ） その他 

 普通 3 種 

20 ㎡以下 10ｍ以下 

・地面から脚柱以外の部分の下端ま

での高さ（ａ）が５ｍ以上であること。 

・信号機から 30ｍ以上、道路標識、

踏切及び主要な交差点から 10ｍ以

上離れていること。 

普通 2 種 

普通 1 種 

特別 2 種 

特別 1 種 

 

  

ｈ 

ｗ 

Ｓ 

（一面） 

ａ 
ｈ 

Ｓ 
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■ 壁面利用広告 

 

表 ３-7 壁面利用広告（広告板）の設置基準 

壁面平面広告板 規制地域 表示面積※（S） １壁面の合計表示面積 
1 壁面全体（A）に占める 

合計表示面積の割合 

 普通 3 種 ３０㎡以下 ６０㎡以下 

３分の１以下 普通 2 種 ２０㎡以下 ４０㎡以下 

普通 1 種 １０㎡以下 ２０㎡以下 

特別 2 種 ５㎡以下 ５㎡以下 
― 

特別 1 種 ３㎡以下 ３㎡以下 

※表示面積：数枚で１個の広告となっている場合は、その合計面積 

 

 

 

表 ３-8 壁面利用広告（壁面突出広告板）の設置基準 

壁面突出広告板 

（壁面から突出するもの） 
規制地域 

表示面積

（S） 

壁面からの 

出幅（ｗ） 
下端高（h） その他 

 

 

 

 

普通 3 種 3０㎡以下 

２ｍ以下 

※ そ の う ち

道路突出は

１ｍ未満 

・歩道上： 

2.5ｍ以上 

・歩道のない道路： 

4.5ｍ以上 

・合計表示面積がその利

用にかかる壁面（A）の 3

分の 1 以下であること。 

・壁面の上端を超えないこ

と。 

普通 2 種 2０㎡以下 

普通 1 種 10 ㎡以下 

特別 2 種 ５㎡以下 ・壁面の上端を超えないこ

と。 特別 1 種 ３㎡以下 

 

 

 

 

■ 屋上利用広告 

 

表 ３-9 屋上利用広告（広告板・広告塔）の設置基準 

広告板・広告塔 規制地域 

建物の最大壁面積（A）

を１としたときの一面の

表示面積（S）の割合 

建物の合計壁面積（２A

＋２B）を１としたときの

合計表示面積の割合 

その他 

 

 

 

 

普通 3 種 ３分の１以下 ３分の１以下 ・広告物の高さ（ｈ）が

20ｍ以下で、建物の

高さの２分の１以下

であること。 

・建物の端から突出し

ないこと。 

普通 2 種 ４分の１以下 ４分の１以下 

普通 1 種 ５分の１以下 ５分の１以下 

特別 2 種 
設置不可 

特別 1 種 

 

  

Ｓ 

A 

 

ｗ 

ｈ 

ｈ Ｓ 

A 

B 

S 

A 
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■ 電力柱等利用広告 

 

表 ３-10 電力柱等利用広告（袖看板）の設置基準 

袖看板 規制地域 大きさ 下端高（ｈ） その他 

 

 

 

普通 3 種 ・縦 1.3ｍ以下、 

・横 0.45ｍ以下 

（消火栓の位置を

示す標識を利用し

て表示する場合は

0.8ｍ以下） 

・歩道上： 

2.5ｍ以上 

・歩道のない道路： 

4.5ｍ以上 

・信号機から 30ｍ以上、道路標

識、踏切及び主要な交差点から

10ｍ以上離れていること。※ 

・電力柱等１本につき、１個とする

こと。 

普通 2 種 

普通 1 種 

特別 2 種 
設置不可 

特別 1 種 

※道路占用許可が必要なもののみに適用 

 

 

表 ３-11 電力柱等利用広告（巻付広告・塗装広告）の設置基準 

巻付広告・塗装広告 規制地域 長さ(l) 
地上からの

高さ(h) 
その他 

 

 

 

普通 3 種 

1.5ｍ以下 1.2ｍ以上 

・信号機から３０ｍ以上、道路標識、踏

切及び主要な交差点から10ｍ以上離

れていること。※ 

・電力柱等１本につき、巻付広告または

塗装広告のいずれか１個とすること。 

普通 2 種 

普通 1 種 

特別 2 種 

特別 1 種 設置不可 

※道路占用許可が必要なもののみに適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｈ 

Ｓ 

l 

ｈ 

⑴都市計画区域内に屋上利用広告を設置する場合は、不燃材料を使用する必要があります。 

⑵防火地域内に高さ３ｍを超える広告物を設置する場合、その他都市計画区域において高さ９ｍを超える広告物を設置

する場合は、不燃材料を使用する必要があります。 

 

参考：建築基準法第６４条（看板等の防火措置）、山形県建築基準条例第４５条（看板等の防火措置） 

※詳細はまちなみデザイン課へお問い合わせください。 

不燃材料の使用 
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■ 共通のもの 

 

表 ３-12 共通のもの（はり紙・はり札）の設置基準 

はり紙・はり札等 規制地域 表示面積(s) その他 

 

 

 

普通 3 種 

１㎡以下 

・同一場所に同一内容のものを連

続して表示しないこと。 

・はり紙については、全面のりづけ

しないこと。 

普通 2 種 

普通 1 種 

特別 2 種 

特別 1 種 

 

 

 

表 ３-13 共通のもの（立看板等）の設置基準 

立看板等 規制地域 表示面積(s) 高さ(h) その他 

 

 

 

 

 

普通 3 種 

4 ㎡以下 3.6ｍ以下 

・信号機から30ｍ以上、

道路標識、踏切及び主

要な交差点から 10ｍ

以上離れていること。※ 

・倒れないように措置さ

れるものであること。 

普通 2 種 

普通 1 種 

特別 2 種 

特別 1 種 

※道路占用許可が必要なもののみに適用 

 

 

表 ３-14 共通のもの（広告幕・広告旗）の設置基準 

広告幕・広告旗 規制地域 幅(ｗ) 広告幕が道路を横断する場合の事項 

 

 

 

普通 3 種 

1.5ｍ以下 

・広告物から下端の高さが、歩道上で２.5ｍ以上

（歩道のない道路では４.5ｍ以上）であること。 

・信号機から３０ｍ以上、道路標識、踏切及び主

要な交差点から１０ｍ以上離れていること。 

普通 2 種 

普通 1 種 

特別 2 種 

特別 1 種 

 

 

 

表 ３-15 共通のもの（アドバルーン）の設置基準 

アドバルーン 規制地域 気球の直径(ｄ) 
係留場所から気球先端

までの垂直距離(a) 
その他 

 

 
普通 3 種 

3ｍ以下 50ｍ以下 

添加する広告物の幅

(w)が１ .5ｍ以下、

長さ(h)が１5ｍ以

下であること。 

普通 2 種 

普通 1 種 

特別 2 種 

特別 1 種 設置不可 

 

 

 

 

Ｓ 

Ｓ ｈ 

ｗ 

a 
w h 

ｄ 
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（６）適用除外                                                     

 広告物等のうち、次に示すものは、規制の一部を適用しないとする、「適用除外」を定めています。 

 

表 ３-16 適用除外基準 

項 目 

特 別

規 制

地域 

禁止物件 普 通

規 制

地域  電 力 柱 等 

1  法令の規定により表示、設置するもの ○ × □ ○ 

2  国等又は政治団体が表示、設置するもので規則で定めるもの※１ ○ × □ ○ 

3  公職選挙法その他の法律による選挙運動のために表示、設置するもの ○ × □ ○ 

4  自己の住所、店舗又は事業所若しくは営業所に表示、設置するもので規則で定め

るもの（敷地外に突出しないもの）※２ 
○ × □ ○ 

5  一時的又は仮設的なもので規則で定めるもの※３ ○ × □ ○ 

6  自己の管理する物件（土地を除く）に管理上の必要に基づき表示、設置する広告

物等で規則で定めるもの※１ ○ ○ × ○ 

7  自己の管理する土地に管理上の必要に基づき表示、設置する広告物等で規則で

定めるもの※１ 
○ × × ○ 

8  講演会、展覧会、その他催物のためその会場の敷地内に表示、設置するもの ○ × × ○ 

9  人、動物又は車両、船舶等に表示するもの ○ ― × ○ 

１０ 地方公共団体が設置する掲示板に表示するもの ○ ― × ○ 

11 特定の施設の位置又は所在地を案内することを目的とする道標、案内図板及び

入口標識で規則で定めるもの※４ 
○ × × ― 

12 規則で定める基準に適合し、煙突、ガスタンク及び水道タンクに表示することにつ

いて許可を受けた広告物（国等にあっては必要な届出を行った広告物）※５ 
× △ × × 

 

【表内の凡例】 

 ○：適用除外基準に適合していれば、許可不要で表示・設置できるもの       ×：表示できないもの 

 □：はり札・立看板に限り表示できるもの（はり紙は表示できません）        △：許可を受けて表示できるもの 

注釈 

※１ 

 ・原則、表示面積が１面２㎡以下で総面積４㎡以下のもの 

  ただし、国等が掲出する案内図版で特定の施設の敷地又は区域内に表示され、当該施設の配置を示すためのものについては、特別規制

地域においては規則別表第４の適用除外基準、普通規制地域においては同表の第２種特別規制地域の適用除外基準に適合したもの 

※２ 

 ・広告物等の種類ごとに、規則別表第２に定める地域種別に応じて、特別規制地域にあっては規則別表第４、普通規制地域にあっては規則

別表第３の適用除外基準に適合したもの 

  ただし、普通規制地域における特殊装置のものについては、規則別表第４の第２種特別規制地域における適用除外基準に適合したもの 

※３ 

 ・営利を目的としない会議、催物等又は政党等が掲出するもので、掲出期間が 30 日以内のもの 

 ・式典、祭典等その他地方の年中行事又は慣例上の行事として一般に認められるもので、当該行事の終了後直ちに除却するもの 

 ・工事現場の板塀その他これに類する板囲いに絵画、写真等を表示するもので、当該工事の終了後直ちに除却するもの 

 ・工事現場周辺の安全・交通の円滑を図るためのもので、当該工事の終了後直ちに除却するもの 

※４ 

 ・特別規制地域内に表示できるものは、適用除外基準に適合し、施設名及び施設の位置、方向又は施設までの距離のみを表示するもので、

当該施設から５km 以内に表示・設置されるものとし、その数は３を限度とする 

※５ 

 ・会議、催物、式典、祭典等のために公益性をもって表示するもので、表示期間が１年以内のもの  
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（７）定期的な安全点検                                               

屋外広告物の表示者若しくは設置者又は管理者は、当該屋外広告物の適正な管理に努めるとともに、劣化等の状況を点

検することが義務付けられています。一部の屋外広告物を除き、許可の要・不要を問わず点検の対象となり、屋外広告士など

の資格を持つ者が行う必要があります。屋外広告物は雨風にさらされるなど、時間の経過とともに老朽化していきます。外

見では分からなくても、腐食やボルトのゆるみなど、危険状態になっていることがありますので、定期的に安全点検を実施し

てください。 

 

 

 

 

 

 

① 点検を行う有資格者 

 点検の実施は、次に示す有資格者が行う必要があります。 

表 ３-17 点検実施が可能な有資格者 

 建植広告 壁面利用広告 屋上利用広告 袖看板 

（ う ち 特 殊 装 置 広 告 ※ ３ ） （ う ち 特 殊 装 置 広 告 ※ ３ ） （ う ち 特 殊 装 置 広 告 ※ ３ ） （ う ち 特 殊 装 置 広 告 ※ ３ ） 

・屋外広告士 

・日広連※１開催の点検技能講

習会修了者 

〇 

（〇） 

〇 

（〇） 

〇 

（〇） 

〇 

（〇） 

・一級建築士※２ 

・二級建築士※２ 

・一級建築施工管理技士※２ 

〇 

（×） 

〇 

（×） 

〇 

（×） 

× 

（×） 

・第一種電気工事士※２ 

・第二種電気工事士※２ 

× 

（×） 

× 

（×） 

× 

（×） 

〇 

（×） 

・特種電気工事資格者※２ 
× 

（〇） 

× 

（〇） 

× 

（〇） 

〇 

（〇） 

※１ 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会 

※２ 上記資格を有し、なおかつ自治体が開催する屋外広告物講習会を修了していること 

※３ 特殊装置広告とは、ネオンサイン、イルミネーション、電光掲示板等、LED 等を使用した映像広告（表示物

の点滅や動画による広告）を指します。 
  

・【点検の対象から除外される広告物等】  

 ・電力柱等利用広告（ただし、袖看板は点検対象） ・はり紙 ・はり札等  

 ・立看板等  ・広告幕  ・広告旗  ・アドバルーン  ・道路標識  
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② 点検結果の報告 

許可を受けた広告物等の表示者若しくは設置者又は管理者は、更新の許可申請の際、申請前３ヶ月以内に実施した点検

の結果を記載した「屋外広告物等安全点検結果報告書」を含む下記の書類等の提出が義務付けられています。 

許可を要しない広告物等の場合、点検報告書の提出は不要ですが、点検は義務付けられています。 

 

 
 

 

 

（８）関係法令等                                                   

山形市屋外広告物条例以外でも屋外広告物の設置にあたり規制がある場合がありますので、許可が不要な広告物を含め、 

都度ご相談ください。 

 

  

【屋外広告物等安全点検結果報告に必要な書類等】 

◇屋外広告物等安全点検結果報告書 

◇点検の状況を明らかにしたカラー写真 

 ・任意の書式に写真画像データを貼り付け、カラー印刷したものでも可 

 ・現況の全景写真（点検後に撮影したもの）や点検の様子の写真のほか、必要に応じて異常箇所の補修前後の写 

◇点検を行った者が資格を有することを証する書類の写し 

資格 証する書類 

屋外広告士 登録証の写し 

日広連※1 開催の点検技能講習会修了者 修了証の写し 

その他資格者（一級建築士等） 免許証明書等の写し 

自治体が開催する講習会修了者 修了証等の写し 

 
※一般社団法人日本屋外広告業団体連合会 
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４ 規制事項以外の配慮事項 

（１）山形市景観計画の特定景観誘導基準                                   

 山形市景観計画では、良好な景観形成に向け、景観計画に定める景観形成基準と整合のとれた屋外広告物の誘導施策とし

て、特定景観誘導基準を定めています。 

広告物等を設置する場合は、許可の要不要に関わらず、この特定景観誘導基準に適合するよう、配慮をお願いします。 

この特定景観誘導基準は、景観類型ごとに設定しています。特に、伝統市街地景観においては、色彩に関してマンセル値に

よる色彩基準や、点滅するものを表示しないこととする基準を設けているため、周辺の歴史的建造物に配慮した落ち着いた

広告物等の設置をお願いします。 

 

   

 山形市地図情報 URL：https://www2.wagmap.jp/yamagata/Portal 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 山形市屋外広告物条例で定める「特別規制地域」、「普通規制地域」の区分とは異なります。 

◆ 景観計画区域の類型区分（詳細については、山形市地図情報をご確認ください。） 
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◆ 中心市街地景観と伝統市街地景観の区域図（詳細については、山形市地図情報をご確認ください。） 
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街
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道
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旧 笹 谷 街 道

旧 笹 谷 街 道
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河
江
街
道

寒
河
江
街
道

六椹八幡宮六椹八幡宮

光禅寺光禅寺

長谷川家白壁と蔵長谷川家白壁と蔵
男山酒造男山酒造

あぢやま醤油あぢやま醤油 丸十大屋丸十大屋

佐藤屋佐藤屋

諏訪神社諏訪神社

清風荘清風荘

専称寺専称寺

旧山形師範学校旧山形師範学校

山形県護国神社山形県護国神社

龍門寺龍門寺

山形城跡山形城跡

神明神社神明神社

熊野神社熊野神社

国分寺薬師堂国分寺薬師堂

山形駅山形駅
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【屋外広告物の特定景観誘導基準】 

◇  山岳自然景観   山麓自然景観   谷地自然景観  における屋外広告物の特定景観誘導基準 
 

要素 特定景観誘導基準 

形態・

意匠 

形態・意匠 周囲の自然景観に配慮し、周辺の山並みと調和する形態とすること。 

色彩 
周辺の樹木や山並みから突出した色の使用は避け、自然景観と調和した色調とすること。使用す

る色数を少なくするよう努めること。 

素材(反射材) 反射率の高い素材は、極力使用しないよう努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇  果樹・田園景観   田園内産業景観  における屋外広告物の特定景観誘導基準 

 

要素 特定景観誘導基準 

形 態 ・

意匠 

形態・意匠 
集落地の家並みの連続性に配慮するとともに、遠望する山並みや周辺の田園景観と調和する形

態とすること。 

色彩 
遠望する山並みや周辺の田園景観から突出した色の使用は避け、田園や集落の景観に調和した

色調とすること。使用する色数を少なくするよう努めること。 

素材(反射材) 反射率の高い素材は、壁面の大部分には使用しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・反射率の高い素材を使

用している 

・反射率の高い素材を使

用していない 

・使用する色数が多い 
・形態が周辺と調和

していない 

・使用する色数を少なくし、

落ち着いた色彩としている 

・周辺と調和した 

 形態となっている 

・形態が周辺と調和して

いない 

・周辺から突出した色彩を使用している 

・周辺と調和した形

態となっている 

・反射率の高い素材を小規  

 模に抑えて使用している 

・反射率の高い素材を、壁面

の大部分に使用している 

・周辺から突出した色彩の使用を避けている 

・複数の広告物をまとめている 

・周辺と調和した形

態となっている 

・反射率の高い素材を、壁面

の大部分に使用している 
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◇  中心市街地景観  における屋外広告物の特定景観誘導基準 

 

要素 特定景観誘導基準 

形態・

意匠 

形態・意匠 周辺の建築物等の形態との調和に努めること。 

色彩 

周囲の建築物等や遠望する山並みから突出した色の使用を避け、周辺のまちなみに調和した色調

とすること。使用する色数をできるだけ少なくするように努め、色彩相互の調和に十分配慮する

こと。 

素材(反射材) 反射率の高い素材は、周辺との調和に十分配慮して使用すること。 

 

 

 

 

  

・反射率の高い素材を周辺

に配慮せずに使用している 

・周辺と調和がとれていな

い形態や色彩となっている 

・反射材の使用は

控えめにしている 

・形態や色彩が周辺と調

和するよう努めている 

・使用する色数を少なくしている 

・建物のあちこちにあった広告を一箇所に集約している 

・使用する色数が多い 

・建物のあちこちに広告がある 
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◇  伝統市街地景観  における屋外広告物の特定景観誘導基準 

 

要素 特定景観誘導基準 

形態・   

 意匠 

形態・意匠 
地域の歴史性を意識した形態とするとともに、通りごとのまちなみのまとまりに配慮した形態

とすること。 

色彩 

・周辺の通りや界隈から突出した色の使用を避け、城下町や歴史的まちなみの風情を感じさ

せる落ち着いた色調とすること。使用する色数をできるだけ少なくするように努め、色彩相互

の調和に十分配慮すること。 

・地色※１に著しく高い彩度の色彩※２を使用しないこと。 

素材(反射材) 
歴史的資源の周囲や歴史的まちなみの残る場所においては、反射率の高い素材は使用しない

こと。 

電光表示・照明 点滅する電光表示や点滅する照明を使用しないこと。 

※１ 地色…文字やマーク等の表示部分以外の背景の色 

※２ 色彩の彩度の基準は、マンセル値により次のとおり設定する。 

（【彩度とは】ＪＩＳによるマンセル表色系のうち、色の鮮やかさを示す指標。） 

色相 R（赤） YR（黄赤） Y（黄） その他 

彩度 １０以下 １０以下 １０以下 ８以下 

 

【マンセル値の基準の一例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５R の場合                        ５G の場合 

・地域の歴史性を意識した

色彩になっていない 

 

・地色に著しく高い 

 彩度の色彩を使用 

ている 

・電光表示等の照明

を使用していない 

・反射材は使用せず、

素材を活かした広告と

なっている 

・地色に低彩度の色彩を

使用している 

 

・落ち着いた色彩を使用

し、地域の歴史性を意識

した広告物となっている 

・電光表示等の照明

を使用している 

・反射率の高い素材を

使用している 

※地色に著しく高い彩度の色彩を使用している場合等には、調整をお願いすることがあります。 

伝統市街地景観において使用可能な色彩 
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◇  沿道商業景観  における屋外広告物の特定景観誘導基準 
 

要素 特定景観誘導基準 

形態・

意匠 

形態・意匠 遠望する山並みや周辺の建築物等の形態との調和に努めること。 

色彩 
遠望する山並みや周囲の建築物等から突出した色の使用を避け、周辺の景観に調和した色調とす

ること。使用する色数をできるだけ少なくするように努め、色彩相互の調和に十分配慮すること。 

素材(反射材) 反射率の高い素材は、壁面の大部分には使用しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇  市街地住宅景観  における屋外広告物の特定景観誘導基準 
 

要素 特定景観誘導基準 

形態・

意匠 

形態・意匠 周辺の建築物等の形態との調和に努めること。 

色彩 
遠望する山並みや周囲の建築物等から突出した色の使用を避け、周辺の景観に調和した色調とす

ること。使用する色数をできるだけ少なくするように努め、色彩相互の調和に十分配慮すること。 

素材(反射材) 反射率の高い素材は、周辺との調和に十分配慮して使用すること。 

 

 

 

  

・形態が周辺と調

和していない 

・屋上広告のため周辺の山並み

と調和していない 

・周辺の建物から突出した高い

彩度を使用している 

 

 

・乱立していた広告

を集約し、形態をそ

ろえている 

・壁面広告とすることで周辺の山

並みを阻害しないようにしている 

・周辺に配慮した色彩としている 

・使用する色数が多い ・反射率の高い素

材を使用している 
・使用する色数を少なく

している 
・反射材の使用

を抑えている 

 

・付近の建物と同色の地色を使用している 
・建物等から突出した色を使用してい

るため、周辺の景観と調和していない 

・形態が周辺と調和

していない 

・周辺に配慮せず反射率の

高い素材を使用している 

・形態が周辺との調和

に配慮されている 

・周辺に配慮し、反射を抑え

た素材を使用している 
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（２）広告物等の照明やデジタルサイネージ等の映像広告（特殊装置広告）について         
 

必要以上の照度・輝度を持った広告物等は、夜間景観から突出した印象を与えます。また、昨今普及が進んでいるデジタル

サイネージ等の映像広告において高輝度な光を扱うことは、信号機の視認性を低下させたり、道路交通の安全を阻害させた

りする恐れがあります。そのため、照明を伴う広告物やデジタルサイネージ等を設置又は表示する際は、必要以上の照度・輝

度を持たないものとし、近隣に配慮したものとしてください。 

 

■デジタルサイネージ等を設置するにあたっての留意点 
デジタルサイネージ等の映像広告（以下デジタルサイネージ）を設置又は表示する際は以下を参考としてください。 

  ※大きさ、高さ等の設置基準については、P４４をご覧ください。 

 

① 設置又は表示する際の流れとお願い 

 

ア  設置前の現地確認 

デジタルサイネージの設置を計画する際は、計画段階で必ず現地確認を行ってください。交差点付近や幹線道路

沿い、運転者や歩行者の目線の位置に設置を計画している場合は道路交通の安全を阻害させる恐れがないか、住

宅街等に設置を計画している場合は住宅の中へ光が入り込んでしまう恐れがないか等、よく確認する必要がありま

す。 

 

イ  山形市まちなみデザイン課への事前相談 

一般広告物は、事前協議書の提出による協議が必要となります。協議後に許可申請書を提出していただき、まち

なみデザイン課より許可書を交付します。許可書には許可条件を記載しますので、ご確認のうえ遵守してください。 

自家広告物は、事前協議書や許可申請書の提出は不要ですが、条例への適合状況等を確認しますので、設置計画

について事前にまちなみデザイン課へ相談をお願いします。 

 

ウ  設置工事完了後の試験運転 

設置完了後は必ず現地で試験運転を行い、輝度等の調整をしてください。昼間及び夜間ともに問題がないか確認

する必要があります。また、主に交差点付近に設置する場合等、設置場所によっては試験運転時に市職員が立ち合

いを行う場合がありますので、ご協力をお願いします。 

 

エ  放映開始後 

放映を開始した後は、定期的に、また、放映内容を更新するたびに現地確認を行ってください。放映内容や使用す

る色彩等によって、近隣への影響が大きくなる場合があります。 

 

 

② 設置又は表示する際の注意事項 

 

ア  輝度 

夜間から早朝※の輝度は以下の表を参考としてください。なお、表はあくまでも目安です。製品の仕様や設置場

所等によって見え方は異なり眩しく感じることがあるため、必ず現地で調整を行ってください。 

地域対象イメージ 発光面の平均輝度の最大許容値（看板） 

・自然公園 ・自然景観地域 

・田園    ・里地                 など 

５０ｃｄ/㎡ 

※深夜は消灯することが望ましい 

・郊外 

・田園、山間地域の集落、町、村        など 
４００ｃｄ/㎡ 

・都市の周辺 ・都市周辺住宅地 

・市街地（工業地域）               など 
８００ｃｄ/㎡ 

・都市中心部 ・繁華街 

・商店街    ・オフィス街           など 
1,000ｃｄ/㎡ 

「光害対策ガイドライン」（環境省）P２０～P２１を参考に加工して作成 

 

※夜間から早朝とは（山形市の日没及び日の出時刻を参考に設定したもの） 

４月～８月：１８時００分～５時３０分 

９月～３月：１６時００分～７時００分 

この時刻を目安に輝度の切り替えを行ってください。 

 

イ  色彩 

地色に高明度の色彩を使用すると、より眩しく感じることがあります。地色には白色が使用されることが多いです

が、少し明度を落とした灰色にしたり、高明度の色彩の使用割合を少なくしたりする等の工夫を施すことで、同じ輝

度でも眩しさを軽減できます。 

 

ウ  内容 

過度に点滅したり、動きの速い映像を表示したりすることは避けてください。 
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５ 資料編：許可基準又は適用除外基準及び許可の期間 

（１）許可基準及び許可の期間                                          

■ 建植広告 

 

 

 

 

 

 

 

種 類 
基  準 許可の

期間 
第１種普通規制地域 第２種普通規制地域 第３種普通規制地域 

１ 広告板 

広告塔※１ 

（これに類す

る特殊装置広

告を含む。） 

(１) 地面から上端までの高さ※５

が１５ｍ以下で、その上端が

道路端部２ｍの高さから仰

角１４度の範囲内※６にあるこ

と。 

(２) 幅が地面から上端までの高

さの２分の１以下※8であるこ

と。 

(３) 建植広告相互間の距離※７が

５０ｍ以上であること。 

(４) 映像が表示される特殊装置

広告については、表示面積

が一面※２１０㎡以下であるこ

と。(数枚で１個の広告※４と

なっているものについては、

その合計面積とする。) 

(５) 条例第１０条第１項第４号に

規定する広告物又はこれを

掲出する物件は、(１)から

(４)までにかかわらず、表示

面積※３が一面１０㎡以下（数

枚で１個の広告となっている

ものについては、その合計面

積とする。）、地面から上端ま

での高さが８ｍ以下である

こと。 

(１) 表示面積が一面２０㎡（映像

が表示される特殊装置広告

にあっては、１５㎡）以下であ

ること。（数枚で１個の広告と

なっているものについては、

その合計面積とする。） 

(２) 地面から上端までの高さが

１０ｍ以下であること。 

(１) 表示面積が一面３０㎡（映像

が表示される特殊装置広告

にあっては、２０㎡）以下であ

ること。（数枚で１個の広告と

なっているものについては、

その合計面積とする。） 

(２) 地面から上端までの高さが

１５ｍ以下であること。 

３年 

以内 

２ アーチ (１) 表示面積が一面２０㎡以下であること。 

(２) 地面から脚柱以外の部分の下端までの高さが５ｍ以上であること。 

(３) 地面から上端までの高さが１０ｍ以下であること。 

(４) 信号機から３０ｍ以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から１０ｍ以上離れていること。 
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◆建植広告に係る注釈 

１ 広告板・広告塔(これに類する特殊装置広告を含む。) 

※１ 広告板と広告塔の違い 

・「広告板」→板状のもの、平面的なもの      ・「広告塔」→塔状又は柱状の立体的なもの 

※２ 一面とは 

※３ 表示面積とは 

※４ 数枚で１個の広告とは  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 基本型                  イ 複数ある場合            ウ 文字が記入されていない 

                                                   空白部分がある場合 

建植広告の場合は板面全体の面積 

◆ポイント 

壁面平面広告の場合と取り扱い

が違うので、注意すること。 

a 面 

b 面 c 面 

d 面 

片面＝一面 片面＝一面 

裏面＝一面 

ア 片面表示の広告板の場合         イ 両面表示の場合          ウ 広告塔で四角柱の場合 

                              （側面から見た図）           （真上から見た図） 

◆ポイント 

許可手数料は裏表の

合計面積でもよい。 
a.b.c.d の各面が一面 

a 面 c 面 

b 面 

中心 

エ 三角柱の場合                オ 円柱の場合 

  （真上から見た図）               （真上から見た図） 

a.b.c の各面が一面 表示された広告物の中心から、 

半円周分の面積を一壁面とみなす 

A 面 
A 面＋B 面 

の合計面積 
B 面 

A 面 
屋外広告物 

空白部分 

商品名 

商店名 
山 形 市 

ア 基本型                      イ 複数枚ある場合 

３枚で１個の広告物                 商店名と商品名で１個の広告物 
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※５ 地面から上端までの高さとは 

※６ 仰角 14 度の範囲内とは（第１種普通規制地域） 

※７ 建植広告相互間の距離とは（第１種普通規制地域） 

※８ 幅が地面から上端までの高さの２分の１以下（縦横比２：１）とは（第１種普通規制地域） 

 

 

◆ポイント 

仰角14度とは、４ｍ進むと１ｍ上

がる勾配のことをいう。 

適合判定については、広告物まで

の距離と、地面から道路端までの

高さを求める必要がある。 

A 
B 

C 

D 

E 

道路 

センターライン 

半径 50ｍ 

道路対面は含めない 

A と B は× 

A と C は◯ 

A と D は◯ 

A と E は◯ 

ｈ                

高さ＝ｈ 

H ｈ 

ア 基本型                              イ 応用（斜面の場合） 

※土盛の取扱い 

  通常地面とは、GL と取り扱うべきだが、土盛を施行した場合については、土盛施工後の地表面から、として取り扱う。 

２ｍ 

14 度 広告物 
最大 

15ｍ 

道路端（舗装端） 

道路（歩道も含む） 

・道路端２ｍの高さから仰角 14 度の範囲内にあること（国道、県道、広域農道のみ） 

・適用除外広告物（自家広告物など）は対象外 

・道路の一方の面を基準とした相互間とする（対面のものは含まない） 

・当該物件を中心とした半径 50ｍの円内（縦、横、斜め全て） 

・適用除外広告物（自家広告物など）は対象外 

広告物 

広告物 

広告物 広告物 

8ｍ 

8ｍ 

5ｍ 

10ｍ 

５ｍ 

10ｍ 

・適用除外広告物（自家広告物など）は対象外 

原則斜面の低い側を採用＝H 
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２ アーチ 

 

 

◆建植広告にかかる補足解説 

１ 自家用広告物と許可広告物の複合（第１種普通規制地域） 

 

         

２ 規制地域をまたいでいる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ｍ以上 

◆ポイント 

交差点からの距離とは、①左折導流路、

②隅切り、③横断歩道、④停止線のうち

最も外側のものから１０ｍ以上離れてい

ること。 

A 自家広告物 

 

B 許可広告物 

8ｍ 

8ｍ 

4ｍ 

A＝10 ㎡ 

B＝10 ㎡ 

仰角 14 度ライン 

◆ポイント 

第１種普通規制地域における建植広告物

の場合、自家広告物に独自の設置基準が

あるので注意すること。 

・道路占用許可が必要なものに限定。そのため、自家敷地内での自家広告物の「アーチ」はありえない。その場合、建植

広告の基準を採用することになる。 

・信号機から 30ｍ以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から 10ｍ以上離れていること。この場合の主要な交差点

とは、補助幹線道路以上が交差する道路で、交差するそれぞれの道路に案内標識が設置されている交差点をいう。 

 

自家広告物 A のみでは適用除外基準（高さ８ｍ、面積 10 ㎡）は適合しているが、許可広告物 B との複合となる場合、

建植広告の全体で許可基準に適合しているか判断すること。 

※上図の B は提出不可となる。（仰角 14 度違反、縦横比率２：１違反） 

※建植広告の全体が許可基準に適合している場合、手数料算定面積は B のみの面積となる。 

基礎部分（支柱部分）の規制地域の設置基準とする。 

なお、支柱が２本ある場合等は板面の割合が多いほうの規制地域の基準を適用する。 

第１種普通規制地域 第２特別規制地域 

種普通規制地域 

↑第２種特別規制地域の基準を適用 

支柱 

板面 

↑第３種普通規制地域の基準を適用 

形 市 第１種普通規制地域 第３種普通規制地域 

種普通規制地域 

板面 

支柱 
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■ 壁面利用広告 

種 類 
基  準 許可の

期間 
第１種普通規制地域 第２種普通規制地域 第３種普通規制地域 

１ 壁面平面 

  広告板 

（これに類す

る特殊装置広

告を含む。） 

 

 

(１) 表示面積※１が一面１０㎡以下

であること。（数枚で１個の広

告※２となっているものにつ

いては、その合計面積とす

る。） 

(２) 表示面積の合計が１壁面に

つき※３２０㎡以下であるこ

と。 

(１) 表示面積が一面２０㎡（映像

が表示される特殊装置広告

にあっては、１５㎡）以下であ

ること。（数枚で１個の広告と

なっているものについては、

その合計面積とする。) 

(２) 表示面積の合計が１壁面に

つき４０㎡以下であること。 

(１) 表示面積が一面３０㎡（映像

が表示される特殊装置広告

にあっては２０㎡）以下であ

ること。（数枚で１個の広告と

なっているものについては、

その合計面積とする。） 

(２) 表示面積の合計が１壁面に

つき６０㎡以下であること。 

３年 

以内 

(３) 表示面積（当該広告板の利用に係る壁面と同一方向に表示する２に掲げる広告板の表示面積を

含む。）の合計が当該壁面積の３分の１以下※４であること。 

２ 壁面突出  

  広告板 

（壁面から突

出するもの。

これに類する

特殊装置広告

を含む。) 

(１) 表示面積が一面※５１０㎡以下

であること。 

(１) 表示面積が一面２０㎡（映像

が表示される特殊装置広告

にあっては１５㎡）以下であ

ること。 

(１) 表示面積が一面３０㎡（映像

が表示される特殊装置広告

にあっては２０㎡）以下であ

ること。 

(２) 壁面からの出幅が２ｍ以下※６で、道路上に１ｍ以上突出しないこと※７。 

(３) 地面から広告物の下端までの高さが、歩道上では２.５ｍ以上※８、車道及び歩車道の区別のない

道路上では４.５ｍ※８以上であること。 

(４) 表示面積（当該広告板の表示する方向と同一方向に面した壁面を利用する１に掲げる広告板の表

示面積を含む。）の合計が当該壁面積の３分の１以下であること※９。 

(５) 当該広告板の利用に係る壁面の上端※１０を超えないこと。 
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◆壁面利用広告に係る注釈 

１ 壁面平面広告 

※１ 表示面積とは 

※２ 壁面平面広告の「一面」と「数枚で１個の広告」とは 

※３ １壁面につきとは 

 

山 形 市 

◆ポイント 

 建植広告と相違するので注意。 

 建植広告の場合（左図の時） 

   →「商品名」と「商店名」で１個の広告 

     「商品名」と「商店名」の合計面積が表示面積となる。 

壁面平面の場合（左図の時） 

 →「たばこ・酒」で一面（１個）、 

  「◯◯」と「商店」で一面（１個）の広告となる 

広告 

板以外に空白部分があって

も板のみの面積となる 

ア 板を取付けた場合                       イ 壁に直接塗装の場合 

山   形   市    

最小限に文字を囲んだ面積の合計 

（文字間の空間は除く） 

たばこ・酒 

商店 ◯◯ 

A 

B 

太枠が１壁面となる 

A 

B 

「A」「B」は a 面

が１壁面 
「C」はｂ面が 

１壁面 

a 面 
ｂ面 

C 

ア 基本型                           イ 2 面に表示する場合 

◆ポイント 

一方向から見える壁面の合計を１壁面とする 

・B 面のみを１壁面としない 

 A 面＋B 面を１壁面とする 広
告 

A 面 

B 面 

ウ 凹凸のある建物で B 面のみ表示された場合 
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※４ 当該壁面積の３分の１以下とは 

 

２ 壁面突出広告 

※５ 一面とは 

※６ 壁面からの出幅が２ｍ以下とは 

※７ 道路上に１ｍ以上突出しないこととは 

※８ 下端までの高さが、歩道上では 2.5ｍ以上・車道上では 4.5ｍ以上とは 

   ※７と※８は、道路占用許可を伴う場合の取り扱いに準じている 

※９ 壁面と同一方向に表示される場合の、表示面積の合計が３分の１以下とは 

                          

 

 

 

 

 

 

◆ポイント 

道路に突出する場合は、「道路占

用」となるため、屋外広告物設置

許可のほか道路占用許可が必要。 

◆ポイント 

歩道・車道に含まれない縁石・側溝

等は、建築限界の対象にならない。 

・３分の１以下の具体例（普通１種） 

 壁面突出広告であっても、同一壁面で 

 別の壁面平面広告の表示があった場合、 

 その合計面積は壁面全体の面積の３分の１ 

 以下となる。 

最大 20 ㎡のため 

表示× 

60 ㎡ 

10 
20 

最大 20 ㎡のため 

表示◯ 

10 

10 

最大 30 ㎡であるが、１

壁面の合計面積20㎡を

超えるため× 

10 10 

10 

最大 15 ㎡のため 

20 ㎡では× 

10 10 

・当該壁面積＝１壁面の面積とする 

・表示面積の合計は、１壁面ごとに考える 

・特別規制地域は３分の１以下制限なし（１壁面の面積制限のみ） 

・３分の１以下の具体例（普通１種） 

    ４５㎡                      ６０㎡                    ９０㎡ 

広
告
物 

建物 

（側面） 
一面 

建物 

（正面） 

片面ずつで判断 

ア 片面表示の場合                イ 両面表示の場合 

建植広告の一面と同様の取扱いとする 

側面 

道路（歩道も含む） 

広
告
物 

建物 

２ｍ以下 

１ｍ未満 

道路（歩道も含む） 

広
告
物 

建物 

歩道２.5ｍ以上 

車道４.5ｍ以上 
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※１０ 壁面の上端とは 

 

 

                    

                                   

 

◆壁面利用広告に係る補足解説 

１ 建物が多角形の場合の考え方 

２ 窓、ドア、開口部などの取扱い 

             

３ 壁面平面と壁面突出の区分 

A 面 

30 ㎡ 

B 面 

10 ㎡ 

C 面 

20 ㎡ 

・隣接する A 面と C 面を比較し、面積が少

ない壁面を隣接壁面の一面とする。 

・左図の場合、B 面＋C 面を１壁面とする。 

窓 窓 窓 窓 窓 窓 

窓 窓 
駐車場 

開口部 

屋外広告 

ド
ア 

◆ポイント 

壁面平面は壁面の中に収まってい

ることが条件となる。よって、突出

（上端以外）する看板は壁面突出広

告となる。 

・表示された広告物の中心から、半円

周分の面積を１壁面とみなす。 

中心 

太線が上端 

b 
a の上端 

a 

b の上端 ｃ、ｄの上端 

c 
d 

（突出）× （突出）× 

（平面）◯ （突出）◯ 

通常の壁面突出 

AA 

 

BB 

 

DD 
EE CC 

通常の壁面平面 

（突出）◯ 

ア 基本型                    イ 一部２階建の場合                 ウ 勾配屋根の場合 

ア 五角形の場合（角切面有り）                         イ 円形の場合 

                                                 （真上から見た図） 

・１壁面の面積は、窓や開口部も含み、太枠内の

面積となる 

AA BB は「建物の上端を突出しないこと」をクリアしないため× 

CC は壁面突出広告の基準をクリアしていれば○ 

※突出看板を取り付けた側面の上端 
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４ 壁面利用広告を設置する建物が規制地域をまたいでいる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・広告物の設置場所に関わらず、その建物の事業地の敷地割合が多い方の規制地域の基準を適用する。 

第２種普通規制地域 

敷地：７割 敷地：３割 

建物：６割  ４割  

壁面利用広告 

第１種普通規制地域 

↑この場合、第１種普通規制地域の設置基準を適用する 
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■ 屋上利用広告 

種 類 
基  準 許可の

期間 
第１種普通規制地域 第２種普通規制地域 第３種普通規制地域 

広告板 

広告塔 

（これに類す

る特殊装置広

告を含む。） 

(１) 一面※１の表示面積※１が当該

建物の壁面のうち面積が最

大のものの面積※２の５分の

１以下であること。 

(２) 表示面積の合計※３が当該建

物の壁面積の合計※４の５分

の１以下であること。 

(１) 一面の表示面積が当該建物

の壁面のうち面積が最大の

ものの面積の４分の１以下

であること。 

(２) 表示面積の合計が当該建物

の壁面積の合計の４分の１

以下であること。 

(１) 一面の表示面積が当該建物

の壁面のうち面積が最大の

ものの面積の３分の１以下で

あること。 

(２) 表示面積の合計が当該建物

の壁面積の合計の３分の１

以下であること。 

３年 

以内 

(３) 映像が表示される特殊装置広告については、表示面積が一面２０㎡以下であること。（数枚で１個

となっているものについては、その合計面積とする。） 

(４) 屋上から上端までの高さ※５が２０ｍ以下で、建物の高さ※５の２分の１以下※６であること。 

(５) 建物の端から突出※７しないこと。 

 

 

◆屋上利用広告に係る注釈 

１ 陸屋根の場合 

※１ 一面、表示面積 

   考え方は建植広告と同様の扱い 

※２ 当該建物の壁面のうち面積が最大のものの面積とは 

※３ 表示面積の合計とは 

※４ 当該建物の壁面積の合計とは 

    ・標準的な屋上広告の事例（a 面と b 面に広告表示の場合） 

                  

 

 

 

 

 

 

 

上記事例での「※２ 当該建物の壁面のうち面積が最大のものの面積」は 

→ A 面の面積となる（直方体の４面で最大の壁面の面積） 

上記事例での「※３表示面積の合計」は 

→ a 面＋b 面となる 

上記事例での「※４ 当該建物の壁面積の合計」は 

→ （A 面＋B 面）×2 となる（直方体の４面の合計） 

※５ 屋上から上端までの高さ、建物の高さとは 

A 面 建物 

屋上 

広告 

a 面 

B 面 

b 面 

◆ポイント 

特別規制地域では、自家用広告

であっても屋上利用広告は提出

できない。 

ｈ 

H 

建物 ｈ 

H 

ｈ 

H 

 ア 基本型                    イ 一部２階建 

建物の高さ＝H となる → 広告物を設置する回の属する屋上 

屋上から上端までの高さ＝ｈ 
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※６ 高さが 20ｍ以下で、建物の高さの２分の１以下とは 

 

  ※40ｍ超の建物の場、20ｍが限度となる 

 

                          

※７ 建物の端から突出とは 

    屋上の中に収まっていることが条件、はみ出しは禁止。 

 

                

 

２ 勾配屋根の場合 

※１ 一面、表示面積 

   考え方は「陸屋根」と同様の扱い 

※２ 当該建物の壁面のうち面積が最大のものの面積とは 

※４ 壁面積の合計とは 

※５ 屋上から上端までの高さ、建物の高さとは 

 

   ・標準的な勾配屋根の事例 

 

                          

 

 

 

 

 

  上記事例での「※２ 当該建物の壁面のうち面積が最大のものの面積」は → 北面の面積となる 

                                （４面で最大の壁面の面積） 

  上記事例での「※４ 当該建物壁面積の合計」は → 南面＋北面＋東面＋西面となる 

  上記事例での「※５ 屋上から上端までの高さ」は → 「a」とすること、「b」ではない 

                          ※設置した屋根が起点 

  上記事例での「※５ 建物の高さ」は → 「d」とすること、「c」ではない 

                     ※広告物を設置する屋根の頂点となる 

 

 ・屋根の頂点までの高さの事例（ｈが頂点） 

    ア 平屋だが付属屋、庇がある場合               イ 一部２階建の場合 

                 

 

 

 

 

10m 

20m 

20m 

40m 

20m 

50m 

5m 

10m 

◯ 
広告 

建物 

× 

建物 

広告 広告 

◯ 

建物 

付属屋・庇 

◆ポイント 

建物と一体となって設置され

た庇等がある場合は、屋上か

らはみ出していても庇等から

はみ出していなければ◯ 

南面 

（正面） c 

東面又は西面 

（側面） 

北面 

（正面） 

b 
a 

d 

◆ポイント 

勾配屋根に直接広告板を取

り付ける場合や直接塗装す

る場合は、壁面平面広告の

基準となる。 

ｈ 本
屋 付

属 

ｈ 
１F １F 

２F 
ｈ 

ｈ 
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◆屋上利用広告に係る補足解説 

１ 壁面利用広告と屋上利用広告の区分（第２種普通規制地域の例） 

  広告物を掲出している部分が「建物と一体」になっている場合  → 壁面利用広告 

                  〃            なっていない場合 → 屋上利用広告 

  「建物と一体」とは 

  建築基準法で「建築物の一部」の取り扱いならば、建物と一体  → 壁面利用広告 

  建築基準法で「工作物」の取り扱いならば、建物と一体ではない → 屋上利用広告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 上記の例 

 ア 建物 B が建物 A と一体であるとみなせる場合 

  →壁面利用広告となる。 

   （広告物の表示面積２０㎡なので○） 

   （１壁面全体に占める合計表示面積の割合は（２０㎡／１００㎡）=（１／５）となり、１／３以内なので○） 

   

 イ 建物 B が工作物である場合 

  →屋上利用広告となる。 

  （広告物の高さは２０ｍ以下で○） 

  （建物の高さとの割合は（１５ｍ／２０ｍ）=（３／４）となり、１／２を超えるので×） 

  （表示面積の割合は（２０㎡／８０㎡）＝（１／４）となるので○） 

２ 屋上にパラペットがある場合 

  ・パラペットが構造的に建築物と一体となっている場合、パラペットの上端までが建物の高さとなる。 

３ 壁面と屋上（屋根）の両方に支柱がある場合 

 ・原則屋上利用広告として取り扱う。 

20ｍ 

建物 A 

80 ㎡ 

建物 B 

広告 

 20 ㎡ 
15ｍ 

◆ポイント 

「建物と一体」とは、塔屋内部が施設

として利用されている場合や、建物

と構造的に一体となっているパラペ

ットなどをいう。 

建物の高さは H1 と H2 を合わせた

パラペットの上端までとなる 

広告物の高さは屋上から広告物上端まで（ｈ）となる。 

パラペット上端からではない。 

パラペット 
 

H１ 

H2 

h 

広
告
物 

広
告
物 

壁面突出広告 

壁面 

屋上 

広
告
物 

屋上利用広告 

壁面 

屋上 

↑壁面、屋上の両方に支柱                           ↑壁面のみに支柱                        

広告物 

↓屋上 

パラペット＝屋上等に設けられた低い立ち上がり壁 
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■ 電力柱等利用広告 

種 類 
基  準 許可の

期間 
第１種普通規制地域 第２種普通規制地域 第３種普通規制地域 

１ 袖看板（こ

れに類する特

殊装置広告を

含む。） 

(１) 大きさは、縦１.３ｍ以下、横０.４５ｍ※１（消火栓の位置を示す標識を利用して表示する広告物にあ

っては、０.８ｍ）以下であること。 

(２) 地面から広告物の下端までの高さが、歩道上では２.５ｍ以上、車道及び歩車道の区別のない道

路上では４.５ｍ以上※２であること。 

(３) 信号機から３０ｍ以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から１０ｍ以上離れていること※３。 

(４) 電力柱等１本につき、１個※４とすること。 

３年 

以内 

２ 巻付広告 

  塗装広告 

(１) 長さは１.５m以下※５であること。 

(２) 地面から広告物の下端までの高さが１.２ｍ以上※５であること。 

(３) 信号機から３０ｍ以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から１０ｍ以上離れていること。 

(４) 電力柱等１本につき、巻付広告又は塗装広告のいずれか１個※６とすること。 
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◆電力柱等利用広告に係る注釈 

１ 袖看板 

※１ 縦 1.3ｍ以下、横 0.45ｍ以下は、広告物の寸法 

※2 下端までの高さが、歩道上では 2.5ｍ以上、車道及び歩車道の区別のない道路上では 4.5ｍ以上とは 

 突出広告と同様の考え方 

※３ 信号機から 30ｍ以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から 10ｍ以上離れていることとは 

 ・「アーチ」と同様な考え（次ページの「巻付・塗装広告」、及び「立看板等」、「広告幕・広告旗」も同様の考え） 

 ・車両用（片面両面）・歩行者用信号機のいずれからも 30ｍ以上離れていること。信号機がない場合は主要な交差点

から 10ｍ以上離れていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※４ 電力柱等１本につき、１個とは 

  片面、両面の両方表示を含む 

 

◆ポイント 

横0.45ｍは電柱からの寸法ではなく、

看板の寸法。 

消火栓標識を利用するにあたっては、

横 0.8ｍ以下となる。 

隅切りから 10ｍ 
停止線から 10ｍ 

隅切りから 10ｍ 隅切りから 10ｍ 

隅切りから 10ｍ 

隅切りから 10ｍ 

隅切りから 10ｍ 

停止線から 10ｍ 

遮断機から 10ｍ 

遮断機から 10ｍ 

道路標識から前後 10ｍ 

道路標識から前後 10ｍ 

道路標識から前後 10ｍ 

◆ポイント 

※３は道路上に設置してある電力柱等が対象。 

民地にある電力柱等は対象としない。 

停止線から 10ｍ 

停止線から 10ｍ 

30ｍ 

30ｍ 

停止線から 10ｍ 

停止線から 10ｍ 

× 

広
告
物 

1.3ｍ 

以下 

電 

柱 

0.45ｍ 

以下 

◯ 

広
告
物 

電 

柱 1.3ｍ 

以下 

0.45ｍ 

以下 

30ｍ 

30ｍ 

30ｍ 

30ｍ 30ｍ 

30ｍ 

30ｍ 

30ｍ 

ア 信号機が交差する道路全てにある場合 イ 信号機が一方にしかない場合 

ウ 信号機がない場合 エ 踏切がある場合 

オ 道路標識がある場合 

・１車線の場合 ・複数車線の場合 
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２ 巻付広告、塗装広告 

※５ 長さ 1.5ｍ以下とは 

    地面から広告物の下端までの高さ 1.2ｍとは 

 

                       

※６ １本につき巻付又は塗装のいずれか１個とは 

 ・巻付の数え方 

 

  

広 

告 

電
柱 

1.2ｍ 

以上 

1.5ｍ 

以下 

広告 

A 

広告 

Ｂ 
電柱 

針金 

で固定 

左図の場合 

【２枚で１個】として取り扱う 

◆ポイント 

広告 A と広告 B の表示内容が異なる場

合でも、２枚で１個として取り扱う。 

・袖看板も含め掲出可能は５パターンになる 

 ア袖看板のみ    イ巻付のみ   ウ塗装のみ   エ 袖看板＋巻付   オ袖看板＋塗装 
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■ 共通のもの 

種 類 
基  準 許可の

期間 
第１種普通規制地域 第２種普通規制地域 第３種普通規制地域 

１ はり紙 

はり札等 

(１) 表示面積が１㎡以下であること。 

(２) 同一場所に同一内容のものを連続して表示しない※１こと。 

(３) はり紙については、全面のりづけしないこと。 

１月 

以内 

２ 立看板※２等 (１) 表示面積が一面※３４㎡以下であること。 

(２) 高さは３.６ｍ以下であること。 

(３) 信号機から３０ｍ以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から１０ｍ以上離れていること。 

(４) 倒れないように措置されるものであること。 

３月 

以内 

３ 広告幕、 

広告旗※４ 

(１) 幅が１.５ｍ以下であること。 

(２) 道路を横断する広告幕にあっては、次の各号に該当するものであること。 

ア 地面から広告物の下端までの高さが、歩道上では２.５ｍ以上、車道及び歩車道の区別のない

道路上では４.５ｍ以上であること。 

イ 信号機から３０ｍ以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から１０ｍ以上離れていること。 

２月 

以内 

４ アドバ 

  ルーン 

(１) 気球の直径が３ｍ以下であること。 

(２) 係留場所から気球先端までの垂直距離が５０ｍ以下であること。 

(３) 添加する広告物の幅が１.５ｍ以下で、かつ、長さが１５ｍ以下であること。 

１０日 

以内 
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◆共通のものに係る注釈及び補足解説 

１ はり紙・はり札等 

※１ 同一場所に同一内容のものを連続して表示しないとは 

同一壁面に、同一の大きさのものが、縦横にある程度隙間なく並べて表示してはならない。 

 

２ 立看板等 

※２ 立看板と建植広告の違い 

※３ 一面とは 

・片面表示の場合   ・両面表示の場合 

 片面＝一面       表面＝一面、裏面＝一面、片面ずつで判断 

 

３ 広告幕、広告旗 

※３ 広告幕、広告旗 

※横幅、縦幅どちらでも可の扱いとする 

 

４ アドバルーン 

          ・設置例 

                  
                       建物屋上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容易に引き抜けるなら  → 立看板 

容易に引き抜けないなら → 建植広告 広告 

４㎡以下 

地面 

3.6ｍ 

以下 
◆ポイント 

立看板とは、容易に移動させることがで

きる状態で立てられているものをいう。 

ただし、倒れないような措置が必要。 

長さ 無制限 

広告幕・旗 1.5ｍ以下 

◆ポイント 

【幅】のみの制限のため、【長さ】【高さ】に制限はない。 

15ｍ以下 

1.5ｍ 

以下 

３ｍ以下 

50ｍ以下 

高さ 

無制限 

1.5ｍ以下 

懸 

垂 

幕 

広 

告 

の
ぼ
り 

1.5ｍ 

以下 

・一般的な広告幕       ・一般的な広告旗 
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■特殊装置広告 

【特殊装置とは】 

・ネオンサイン 

・イルミネーション 

・電光掲示板等 

・LED 等を使用した映像広告（デジタルサイネージ）など、表示物の点滅や動画による広告 

（注意：蛍光灯などの他の光源を使用した内照式及び投光器を用いたものは、単なる光源であるため、特殊装置にはあた

らない。） 

※ LED 看板の設置の際には、信号機等の視認を阻害しないよう設置位置には注意が必要。 

 

◆ 特殊装置広告の基準 

①建植広告の特殊装置広告（※数枚で１個の表示面積となっている場合は、その合計面積） 

規制地域 
ＬＥＤ等を利用した映像広告の

場合 

一般広告 

（映像広告以外） 

自家広告（映像広告以外） 

特別２種の基準以下 

（一面 5 ㎡以下、 

高さ５ｍ以下） 

特別２種の基準超 

（一面５㎡超、 

高さ５ｍ超） 

普通 3 種 

表 3-5（Ｐ1３）

の基準に加え、 

一面 20 ㎡

以下 
表 3-5（Ｐ1３）の 

基準と同様 

（許可必要） 

設置可 

（許可不要） 

表 3-5（Ｐ1３）の基準

と同様（許可必要） 
普通 2 種 

一面 15 ㎡

以下 

普通 1 種 
一面 10 ㎡

以下 

特別 2 種 
表 3-5（P１3）の基準と同様 設置不可 

表 3-5（Ｐ1３）の 

基準と同様 

（許可不要） 

設置不可 
特別 1 種 

 

②壁面利用の特殊装置広告（※数枚で１個の表示面積となっている場合は、その合計面積） 

規制地域 
ＬＥＤ等を利用した映像広告の

場合 

一般広告 

（映像広告以外） 

自家広告（映像広告以外） 

特別２種の基準以下 

（合 計 表 示 面 積 5 ㎡以 下 ） 

特別２種の基準超 

（合計表示面積 5 ㎡超） 

普通 3 種 

表 3-7、3-8

（P1４）の 

基準に加え、 

一面 20 ㎡ 

以下 
表 3-7、3-8 

（P1４）の基準と同様 

（許可必要） 

設置可 

（許可不要） 

表 3-7、3-8（P1４）の 

基準と同様 

（許可必要） 

普通 2 種 
一面 15 ㎡ 

以下 

普通 1 種 
一面 10 ㎡ 

以下 

特別 2 種 表 3-7、3-8（P1４） 

の基準と同様 
設置不可 

表 3-7、3-8（P1４）

の基準と同様 

（許可不要） 

設置不可 
特別 1 種 

 

③屋上利用の特殊装置広告 

規制地域 ＬＥＤ等を利用した映像広告の場合 
一般広告 

（映像広告以外） 

自家広告 

（映像広告以外） 

普通 3 種 

表 3-9（Ｐ1４）の 

基準に加え、 
一面 20 ㎡以下 

表 3-9（P１４）の基準と同様 

（許可必要） 
普通 2 種 

普通 1 種 

特別 2 種 
設置不可 

特別 1 種 

 

 

 

 

 

 

 

◆ポイント 

屋上利用広告に特殊装置広告を使用する場合は、自

家広告物であっても表示面積に関わらず、許可を受

ける必要がある。 

◆ポイント 

電力柱等利用広告（袖看板）の特殊装置広告について

は、標準の許可基準に適合。 

（手数料は特殊装置広告を適用） 
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◆ 建植広告の自家用特殊装置広告の考え方（第１種普通規制地域の場合） 

 

  

１ 特殊装置単独の事例 

※高さ又は表示面積が特別２種の設置基準を超える場合、許可対象となる。 

２ 特殊装置と特殊装置以外の複合の事例 

・設置基準はＰ３０「建植広告にかかる補足解説」と同じ考え方。 

・下図の場合、合計面積が 10 ㎡なので掲出可であり、特殊装置広告（４㎡）のみ許可対象となる。 

 

                         

３ ガソリンスタンドの料金表示 

・LED 等によるガソリンスタンドの料金表示は、日常的に変化するので点滅灯とみなし、特殊装置広告として取り扱う。 

・下図の場合、建植広告で５ｍを超えるので、料金表示（特殊装置広告）については許可対象となる。 

 

                       

 

５ｍ 
５㎡ ６ｍ 

４㎡ 

４ｍ ６㎡ ８ｍ 

10 ㎡ 

料金表示 

料金表示 

店舗名 

料金表示 ８ｍ 
５ｍ 

◆ポイント 

「セルフ」という表示がある場合、これは

「危険物の規制に関する規則」により表

示を義務付けられているので、法令に基

づき表示されるものとして適用除外（許

可不要）となる。 

４ｍ 

自家広告物 

６㎡ 

 

8ｍ 

許可不要        許可対象       許可対象       許可対象の最大 
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■ その他の広告物 

  

１ 路線バスなどに表示する車体利用広告（ラッピング）について 

・山形市では、条例第１０条第３項第３号により、車両（バス、鉄道）の規制は適用除外としている。 

・ただし、他の自治体では条例により適用除外としていない場合があるため、他の自治体にラッピングバスで移動する

場合は、当該自治体に対応を問い合わせる必要がある。（山形県内は適用除外） 

                

２ 照明器具付き広告物について 

 ア 建植広告の場合 

・照明施設は、広告物の一部として、一体のものと判断できることから、屋外広告物とみなす。ただし、屋外広告物とは

明らかに別の物として設置している場合は、一体とはみなし難いことから、単に照明施設として屋外広告物には含め

ない。 

・                      

 イ 屋上利用広告の場合 

・建植広告と同様の考え方になり、屋外広告物とした場合、屋上利用広告の基準である「建物の端からはみ出さない」

ことが設置の条件となるが、屋上利用広告の構造によっては照明器具が物理的に建物の端から突出しないと広告物

を照らすことができない場合があるので、その際の出幅は２ｍ以下にすること。ただし、公衆に対する危害の防止の

観点から、道路へは突出しないようにすべきである。 

                      

◆ポイント 

照明器具は面積を考慮しない。 

高さ、出幅の基準のみ。 

◆ポイント 

出幅２ｍ以下については、 

壁面突出広告の基準による。 

A D 

照明器具 

地上から 

上端 

建物の端 

照明器具 

広告 

広告 
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３ モニュメントの取扱いについて 

・モニュメントとは、記念碑、記念建造物等のことであり、ある事件を記念して建てた石碑や地域の象徴的なものを表現

した建造物等を含む。 

・モニュメントに一般広告を併用したものは屋外広告物とみなすが、以下については屋外広告物に含めないものとして

取り扱う。 

  

ア 県及び市町村が設置したモニュメントで、当該行政区域内に位置し、かつ県及び市町村名、地域名のみを表示してい

る場合。 

 イ 地域の象徴的なものを表現したモニュメントで、当該モニュメントが表現している特産物等の名称のみを表示してい

る場合。 

４ コーポレートカラーの取扱いについて 

・一般に、一定の観念、イメージ等を伝達する目的で表示されているものは屋外広告物に該当するが、企業のコーポレー

トカラーについては、以下のように取り扱う。 

ア 文字又は絵と一体となって表示されており、背景となる色が、その企業がイメージカラーとして広く使用していると

認められ、かつ見た人のほとんどが当該企業をイメージできる場合に限り、コーポレートカラーと判断して屋外広告

物とみなす。 

イ 下図のように、コーポレートカラーと判断できても、文字を含む部分が、それ以外と一体となっていなければ、文字

を含まない部分は屋外広告物とはみなさない。 

５ 文字の入った提灯について 

・提灯については表面に文字又は絵などが表示されることで、屋外広告物（掛看板）として取り扱うことになる。 

・なお、掛看板の分類としては、容易に移動させることができる状態で、工作物等に立てかけられている立看板その他これ

に類する広告物となり、立看板等として取り扱う。 

                     

※左図のように、特定のものをＰＲする目的

でモニュメントに文字等を表示した場合

は、屋外広告物となる。 

 この場合の表示面積の考え方は、壁面利用

広告と同様。 
よ
う
こ
そ 

さ
く
ら
ん
ぼ

王

国

へ 

A D 

A           B          C 

A、B、C はそれぞれ分離しており、一体とはみなせないので、 

この場合、B のみを屋外広告物として取り扱う。 

広
告 

広
告 
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（２）適用除外基準                                                  

 

■ 建植広告 

 

■ 壁面利用広告 

 

  

種 類 
基  準 

第１種特別規制地域 第２種特別規制地域 

１ 広告板 

広告塔 

（これに類する特殊装

置広告を含む。） 

(１) 表示面積が一面３㎡以下であること。（数枚

で１個の広告となっているものについては、

その合計面積とする。） 

(２) 地面から上端までの高さが３ｍ以下である

こと。 

(１) 表示面積が一面５㎡以下であること。（数枚

で１個の広告となっているものについては、

その合計面積とする。） 

(２) 地面から上端までの高さが５ｍ以下である

こと。 

２ アーチ (１) 表示面積が一面２０㎡以下であること。 

(２) 地面から脚柱以外の部分の下端までの高さが５ｍ以上であること。 

(３) 地面から上端までの高さが１０ｍ以下であること。 

(４) 信号機から３０ｍ以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から１０ｍ以上離れていること。 

種 類 
基  準 

第１種特別規制地域 第２種特別規制地域 

１ 壁面平面広告板 

（これに類する特殊装置

広告を含む。ただし、２

に掲げるものを除く。） 

表示面積の合計が１壁面につき３㎡以下であるこ

と。 

表示面積の合計が１壁面につき５㎡以下であるこ

と。 

２ 壁面突出広告板 

（壁面から突出するもの。

これに類する特殊装置広

告を含む。） 

(１) 表示面積が一面３㎡以下であること。 (１) 表示面積が一面５㎡以下であること。 

(２) 壁面からの出幅が２ｍ以下で、道路上に１ｍ以上突出しないこと。 

(３) 地面から広告物の下端までの高さが、歩道上では２.５ｍ以上、車道及び歩車道の区別のない

道路上では４.５ｍ以上であること。 

(４) 当該広告板の利用に係る壁面の上端を超えないこと。 
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■ 電力柱等利用広告 

 ※ 特別規制地域において、袖看板は掲出禁止。巻付・塗装広告については「特別２種」にのみ掲出可能。 

 

■ 共通のもの 

 ※ アドバルーンについては、特別規制地域においては「特別２種」にのみ掲出可能。「特別１種」は掲出禁止。 

  

種 類 
基  準 

第１種特別規制地域 第２種特別規制地域 

巻付広告 

塗装広告 

 (１) 長さは１.５ｍ以下であること。 

(２) 地面から広告物の下端までの高さが１.２ｍ

以上であること。 

(３) 信号機から３０ｍ以上、道路標識、踏切及び

主要な交差点から１０ｍ以上離れているこ

と。 

(４) 電力柱等１本につき、巻付広告又は塗装広

告のいずれか１個とすること。 

種 類 
基  準 

第１種特別規制地域 第２種特別規制地域 

１ はり紙 

はり札等 

(１) 表示面積が１㎡以下であること。 

(２) 同一場所に同一内容のものを連続して表示しないこと。 

(３) はり紙については、全面のりづけしないこと。 

２  立看板等 (１) 表示面積が一面４㎡以下であること。 

(２) 高さは３.６ｍ以下であること。 

(３) 信号機から３０ｍ以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から１０ｍ以上離れていること。 

(４) 倒れないように措置されるものであること。 

３  広告幕 

広告旗 

(１) 幅が１.５ｍ以下であること。 

(２) 道路を横断する広告幕にあっては、次の各号に該当するものであること。 

ア 地面から広告物の下端までの高さが、道路上では２.５ｍ以上、車道及び歩車道の区別のな

い道路上では４.５ｍ以上であること。 

イ 信号機から３０ｍ以上、道路標識、踏切及び主要な交差点から１０ｍ以上離れていること。 

４  アドバルーン  (１) 気球の直径が３ｍ以下であること。 

(２) 係留場所から気球先端までの垂直距離が 

５０ｍ以下であること。 

(３) 添加する広告物の幅が１.５ｍ以下で、かつ、

長さが１５ｍ以下であること。 
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◆適用除外に係る補足解説 

１ 法令の規定により表示し、又は設置するもの（条例第１０条第１項第１号） 

例：道路法及び道路交通法に基づく道路標識、建築士法に基づく建築事務所の標識など。 

 

２ 国等の考え方（条例第１０条第１項第２号） 

国等とは、国又は法人税法の別表第１に掲げる法人。ただし、認可保育所と、街路灯柱の広告幕等に限り、商工会議所、

商工会及び商店街を「国等」と同様の扱いとしている。 

規則では、表示面積が１面２㎡以下で、総面積４㎡以下を適用除外としており、国等が掲出する案内図板については、特

定の施設の敷地又は区域内の表示であれば、最大５㎡まで適用除外となる。なお、これを超える面積の広告物を設置する

場合は届出が必要となる。 

 

３ 自家用広告物（条例第１０条第１項第４号） 

自己の住所、店舗、事業所、又は営業所に表示し、又は設置するもので、次の要件さえ合致していれば、設置費用の負

担者が何者であるかは問わない。 

⑴ 自己の氏名、店名、屋号、商標、事業又は営業内容を表示したもの 

事業又は営業内容の表示は、実際に取扱っているもので、一般的に、酒、電化製品という程度の名称でも、具体的

に酒や電化製品の商品名でもよい。 

⑵ 自己の住所、居所、事務所又は営業所の敷地外に突出しないもの 

自己の営業所等の敷地とは、単に所有権を有する土地の意ではなく、現に営業の用に供している土地の区域（近い

将来において営業所等を建設する予定の土地も含む）。 

 

４ 管理用広告物（条例第１０条第２項及び第３項第１号） 

管理上の必要に基づき表示するものとは、例えば、橋梁であれば「橋梁名」、駐車場やガスタンクであれば「管理者名」、

送電塔であれば「関係者以外立ち入り禁止」、煙突であれば「登るな危険」など、自己の管理する土地及び物件（禁止物件

を含む）について、管理上、名称や管理者名を明確にしておく必要がある場合や、公衆に対する危害の防止を目的とした

表示などをいう。なお、規則で定める基準（一面２㎡）を超える表示については、普通規制地域であっては許可基準に適

合したうえで許可を受けて表示することができる。 

 

５ 特別規制地域の道標、案内図板等（条例第１０条第４項） 

当該施設から５㎞以内とは、半径ではなく道程５㎞。また、３を限度とは、５㎞以内の対象となる全ての道路に対しての

数。１路線ごとではない。 

 

６ 適用除外規定の解除（条例第１０条第６項） 

適用除外とされる広告物に、併用して適用除外規定に該当しない広告物を表示した時は、適用除外の適用にならな

い。（ただし、適用除外が国等の場合はこの限りではない。） この場合の併用とは、１つの広告物に異なる広告物を表示

した場合を指し、広告板の表裏の表示や、１つの掲出物件に分離された広告物の表示というケースについては、併用とみ

なさない。 

 

  



 

 

 

お問い合わせ 

 ■山形市 まちづくり政策部 まちなみデザイン課 

   〒990-8540 山形市旅篭町二丁目３番２５号 

   TEL_023-641-1212（内線 525、526）  FAX_023-624-8903 

   E-mail_machinami@city.yamagata-yamagata.lg.jp 

 ■公式ホームページ 

   URL：https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/ 


